
＿
は
じ
め
に

二
人
権
保
障
機
構
設
置
の
模
索

H

国
連
関
係

□

N
G
0
関
係

三
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
状
況

H

政
治
状
況

口
人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況

口
憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定

四
実
際
の
人
権
状
況
（
以
上
、
五
巻
三
号
）

四
展
望
ー
|
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
実
現
の
可
能
性

H

地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
必
要
性

ロ
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
必
要
性

曰
国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る
人
権
の
地
域
的
伸
長
・
保
護
の
位
置

四
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
可
能
性

目

次

（
以
上
、
本
号
）

ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
構
想

阿山 （二）

部崎

浩公

己士

6-3-347 (香法'86)



こ
れ
に
対
し
て
は
、
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
に
肯
定
的
な
次
の
よ
う
な
見
解
が
表
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
的
人
権
機
構
を
設

が
先
決
で
あ
る
。

ま
ず
、
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
に
否
定
的
な
意
見
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
権
問
題
は
普
遍
的
な
問

(79) 

題
で
あ
っ
て
地
域
的
な
問
題
で
は
な
い
の
で
、
人
権
の
伸
長
・
保
護
に
あ
た
っ
て
は
国
連
に
よ
る
普
遍
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
必
要
と
す
る
。

(80) 

国
連
の
機
構
を
拡
張
し
す
ぎ
る
と
国
際
的
な
努
力
が
断
片
的
な
も
の
と
な
り
、
ひ
い
て
は
人
権
保
障
に
と
っ
て
害
と
な
る
。
特
定
の
地
域

の
諸
国
が
地
域
的
人
権
委
員
会
の
設
置
を
望
ん
で
も
具
体
的
な
利
点
は
な
い
。
既
存
の
国
連
機
関
が
国
際
的
人
権
保
障
に
あ
た
る
の
が
妥

当
で
あ
り
、
実
際
に
国
連
は
人
権
分
野
に
お
い
て
は
他
の
分
野
で
の
活
動
に
較
べ
て
も
成
功
を
収
め
て
い
る
。
国
際
的
に
確
立
し
た
規
範

(81) 

を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
権
の
伸
長
・
保
護
は
達
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
の
人
権
諸
条
約
へ
の
諸
国
の
加
入
を
促
す
こ
と

し
既
に
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。

る
側
面
を
研
究
す
る
」

う
根
本
的
な
問
題
が
ま
ず
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

う
し
た
構
想
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は
、

そ
も
そ
も
国
際
的
人
権
保
障
を
達
成
す
る
た
め
に
地
域
的
人
権
機
構
は
必
要
で
あ
る
の
か
、

一
九
六
七
年
三
月
に
人
権
委
員
会
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
「
国
連
フ
ァ
ミ
リ
ー
内
に
地
域
的
人
権
委
員
会
を
設
置
す
る
提
案
の
あ
ら
ゆ

(77) 

―
一
か
国
か
ら
成
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報
告
の
中
に
は
、
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
の
是
非
に
関

ア
ジ
ア
地
域
に
人
権
保
障
機
構
を
設
置
す
る
た
め
の
構
想
は
、

口
地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
必
要
性

一
九
六

0
年
代
か
ら
国
連
そ
の
他
の
場
で
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

四
展
望
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
実
現
可
能
性

ヽ
~

と
し
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

四 置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
国
は
国
連
の
場
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
オ
ー
プ
ン
で
フ
ラ
ン
ク
な
雰
囲
気
の
中
で
問
題
を
討
議
し
解
決
す
る

機
会
を
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

に
お
け
る
ほ
う
が
履
行
さ
れ
易
く
、

民
国
）

（
国
際
的
人
権
保
障
に
関
す
る
）
国
連
の
勧
告
は
地
理
的
そ
の
他
の
共
通
の
背
景
を
共
有
す
る
地
域
内

ま
た
人
権
侵
害
に
関
す
る
申
立
て
を
審
議
し
、
地
域
的
利
害
に
関
わ
る
人
権
状
況
に
関
す
る
報
告
書

を
提
出
す
る
に
際
し
て
も
、
地
域
外
の
諸
国
を
交
え
ず
に
地
域
内
諸
国
間
の
み
で
こ
れ
を
扱
う
場
合
の
方
が
諸
国
の
抵
抗
感
は
少
な
い
で

(82) 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
の
人
権
分
野
で
の
活
動
は
、
国
連
よ
り
も
地
域
的
機
構
が
主
導
す
る
場
合
の
方
が
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
地
域
的
人
権
保
障
の
た
め
の
）
新
た
な
条
約
や
勧
告
の
必
要
性
を
指
摘
し
、

(83) 

情
報
交
換
を
促
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
連
の
活
動
に
対
し
国
際
的
な
刺
激
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報
告
は
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
の
是
非
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
を
含
む
も
の
で
あ

人
権
機
構
を
設
置
す
る
必
要
性
は
な
い
、

ま
た
人
権
問
題
に
関
す
る
諸
国
間
の

っ
た
が
、
同
報
告
に
つ
い
て
の
国
連
加
盟
国
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
同
様
の
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
（
中
華

は
、
既
存
の
国
連
機
関
が
人
権
問
題
を
扱
う
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
現
時
点
(
-
九
六
八
年
）
で
緊
急
に
地
域
的

(84) 

と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
ま
た
日
本
も
、
地
域
的
機
構
は
、
そ
の
地
域
を
構
成
す
る
諸
国
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
な
類
似
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
、
類
似
の
経
済
的
・
社
会
的
条
件
お
よ
び
同
程
度
に
発

の
を
始
め
、

達
し
た
法
制
度
を
も
つ
な
ら
ば
有
効
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
世
界
の
多
く
の
地
域
、
特
に
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
前
提
条

(85) 

件
が
存
在
し
な
い
、
と
し
て
地
域
的
機
構
の
設
置
に
消
極
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

(86) 

こ
れ
に
対
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
の
構
想
は
実
際
的
か
つ
現
実
的
で
あ
る
と
し
積
極
的
に
こ
れ
を
支
持
し
た

(87) 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
等
も
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報
告
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
対
す
る
国
連
加
盟
国
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、

国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
見
の
一
致
を
み
た
訳
で
は
な
い
。

地
域
的
人
権
機
構
は
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(88) 

人
権
の
伸
長
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
地
域
的
取
極

(regional
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
)
は
人
権

お
よ
び
基
本
的
自
由
の
実
効
的
享
受
に
と
っ
て
多
大
の
貢
献
を
な
し
う
る
こ
と
を
確
認
す
る
決
議
を
毎
年
採
択
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
重
要
性
は
、

(77)
山
崎
公
士
・
阿
部
浩
己
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
構
想
日
」
『
香
川
法
学
』
五
巻
三
号
（
以
下
、
本
論
文
日
と
い
う
）
、
五
ー
六
頁
。

(78)U•N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
9
6
6
 
a
n
d
 A
d
d
.
 1
,
 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
.
 

(79)
「
人
権
の
伸
長
」

(
p
r
o
m
o
t
i
o
n
of h
u
m
a
n
 rights)

と
は
、
人
権
の
促
進
を
は
か
る
機
関
（
国
内
的
ま
た
は
国
際
的
）
が
調
査
、
研
究
、
報
告
、
条
文

の
起
草
等
の
利
用
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
立
法
的
手
段
を
通
じ
て
、
人
権
の
助
長
・
奨
励
を
行
う
活
動
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
「
人
権
の
保
護
」

(protection

of h
u
m
a
n
 rights)

と
は
、
人
権
の
保
護
を
は
か
る
機
関
（
国
内
的
ま
た
は
国
際
的
）
が
現
行
法
（
国
内
法
ま
た
は
国
際
法
）
の
下
で
確
立
し
た
人
権

を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
行
う
報
告
書
の
検
討
、
人
権
侵
害
の
申
立
て
の
司
法
的
ま
た
は
準
司
法
的
審
査
等
の
活
動
を
い
う
。
国
際
的
人
権
伸
長
機
関
の
活

動
が
も
し
順
調
で
あ
れ
ば
、
人
権
保
護
の
任
務
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
米
州
人
権
委
員
会
は
、
一
九
六

0
年
に
設
置
さ
れ
た
時
は
人
権

の
伸
長
の
み
を
目
指
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
人
権
保
護
の
任
務
に
従
事
し
て
い
る

(Cf.,
K
a
r
e
l
 V
a
s
a
k
,
 T
h
e
 Distinguish-

i
n
g
 Cn'teria 
o
f
 Institution 9
 in 1
 
T
h
e
 International D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 o
f
 H
u
m
a
n
 Rights, 2
1
6ー

1
8

(K. V
a
s
a
k
 ed. 1
9
8
2
)
 

〔
邦
訳
、
『
ユ
ネ

ス
コ
版
人
権
と
国
際
社
会
上
』
(
-
九
八
四
年
、
庭
野
平
和
財
団
）
三
四
一
ー
三
四
四
頁
〕
。

(85) U.N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
9
6
6
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
,
 

para. 2
6
.
 

(80) 

(81) 
I
d
 

•• 

para. 2
8
.
 

(
8
2
)
I
d
.
｀
 
para. 2
7
.
 

(
8
3
)
I
d
.、
para.
31. 

(84) 
Q
u
e
s
t
i
o
n
 of t
h
e
 E
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 of R
e
g
i
o
n
a
l
 C
o
m
m
i
s
s
i
n
s
 o
n
 H
u
m
a
n
 Rights, C
o
m
m
e
n
t
s
 r
e
c
e
i
v
e
d
 f
r
o
m
 M
e
m
b
e
r
 S
t
a
t
e
s
 a
n
d
 

r
e
g
i
o
n
a
l
 i
n
t
e
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 p
u
r
s
u
a
n
t
 to resolution 7
 

(
X
X
I
V
)
 0
 f
 th
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 o
n
 H
u
m
a
n
 Rights, R
e
p
o
r
t
 

of t
h
e
 S
e
c
r
e
t
a
r
y
-
G
e
n
e
r
a
l
.
 U•N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
9
7
5
,
 
at 6
.
 

U•N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
9
7
5
/
 A
d
d
.
 1, 
at 2
.
 

し
か
し
、

一
九
七
七
年
以
来
国
連
総
会
は
、

今
日
国
際
社
会
で
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

次
に
、

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
必
要
性
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
眺
め

(90) 

て
み
よ
う
。
こ
の
点
が
初
め
て
本
格
的
に
議
論
さ
れ
た
の
は
一
九
八
二
年
の
コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
同
セ
ミ
ナ
ー

で
は
、
「
世
界
の
他
の
地
域
に
お
け
る
現
存
の
あ
る
い
は
提
案
さ
れ
て
い
る
地
域
的
取
極
に
関
す
る
討
議
」
と
い
う
議
題
の
下
で
、
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
地
域
人
権
委
員
会
の
設
置
は
望
ま
し
い
か
、
可
能
か
、
ま
た
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
か
、

同
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
の
多
く
は
、
世
界
の
他
の
地
域
に
お
け
る
地
域
的
取
極
は
有
益
な
貢
献
を
な
し
て
き
て
お
り
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

(91) 

地
域
で
も
地
域
的
取
極
は
同
様
に
貢
献
し
う
る
、
と
し
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
人
権
委
員
会
の
潜
在
的
価
値
を
認
め
た
。
ま
た
、
世
界

の
他
の
地
域
に
お
い
て
地
域
的
人
権
機
構
の
設
置
へ
と
導
い
た
動
機
|
|
＇
国
家
と
争
う
個
人
に
対
す
る
援
助
の
提
供
、
人
権
伸
長
の
た
め

プ
ロ
グ
ラ
ム

の
適
切
な
情
況
の
醸
成
、
政
府
・
一
般
大
衆
に
対
す
る
人
権
尊
重
の
必
要
性
の
啓
蒙
、
人
権
分
野
に
お
け
る
国
連
の
計
画
の
促
進
、
な
ら

び
に
当
該
地
域
に
特
有
の
問
題
に
関
す
る
国
連
の
認
識
の
向
上
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
も
あ
て
は
ま
る
、

(92) 

れ
た
。こ

れ
に
対
し
て
は
、
同
地
域
は
政
治
・
経
済
・
社
会
条
件
、
な
ら
び
に
人
種
・
文
化
が
多
様
で
あ
る
の
で
、
現
時
点
(
-
九
八
二
年
）

(93) 

で
同
地
域
に
お
け
る
人
権
委
員
会
の
設
置
を
検
討
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
す
る
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
地
域
に
は
、
人
権
の

口
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
必
要
性

(86) U.N• 

D
o
c
.
 E
;、

C
N
.
4
/
9
7
5
,
 
supra n
o
t
e
 8
4
 

`
 at 1
6
.
 

(87) 
I
d
.
,
 
at 4
 ̀
l
l
'
1
2
,
 
1
4
.
 

(88)
詳
し
く
は
、
国
節
を
み
よ
。

(89)
総
会
決
議
3
2
/
1
2
7
,

3
3
/
1
6
7
,
 3
4
/
1
7
1
,
 3
5
/
1
9
7
.
 
3
6
/
1
5
4
,
 3
7
 
/
1
7
1
,
 3
8
/
9
7
,
 3
9
/
1
1
5
.
 

が
論
じ
ら
れ
た
。

五

と
の
意
見
も
述
べ
ら
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と
い
う
議
題
の
下
に
、
同
地
域
に
お
い
て
い
か
な
る
形
態
の
地
域
的
取
極
が
可
能
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
要

(96) 

約
さ
れ
る
。

①
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
国
際
的
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
合
意
さ
れ
た
。

⑮
何
ら
か
の
形
で
の
地
域
的
取
極
を
結
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
見
解
を
表
明
す
る
参
加
者
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
そ
の
取
極
を
締
結
す
る
か
に
つ
い
て

は
意
見
が
分
か
れ
た
。
他
方
、
こ
の
見
解
に
反
対
す
る
参
加
者
も
あ
っ
た
。

い
地
域
委
員
会
、
小
地
域
委
員
会
、
地
域
審
議
会
、
お
よ
び
地
域
ま
た
は
小
地
域
人
権
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
提
案
を
含
む
様
々
な
提
言
が
な
さ
れ
た
。

団
教
育
・
教
授
法
・
訓
練
・
調
査
・
文
献
・
広
報
お
よ
び
経
験
の
交
換
の
よ
う
な
種
々
の
分
野
に
お
い
て
協
議
の
た
め
の
取
極
を
な
し
う
る
こ
と
に
関
し
て
は

全
参
加
者
が
同
意
し
た
。

い
国
連
の
地
域
的
機
関

(
E
S
C
A
P
)
は
U
N
E
s
c
o
と
協
力
し
、
人
権
の
伸
長
、
特
に
広
報
の
分
野
で
貞
献
し
う
る
と
の
意
見
を
述
べ
る
参
加
者
が
あ

（
同
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
進
展
に
お
け
る

N
G
O
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、

と
が
合
意
さ
れ
た
。

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

伸
長
の
た
め
の
政
府
間
協
力
を
発
展
さ
せ
る
必
要
条
件
で
あ
る
必
須
の
政
治
的
意
思
が
存
在
し
な
い
の
で
、
同
地
域
に
お
い
て
は
、
政
府

(94) 

間
レ
ベ
ル
の
地
域
的
ま
た
は
小
地
域
的
機
構
の
可
能
性
は
な
い
、

よ
う
な
人
権
の
侵
害
に
対
処
す
る
に
は
、
道
徳
的
圧
力
を
行
使
し
、
政
府
を
説
得
し
、

の
伸
長
・
保
護
の
必
要
性
を
啓
蒙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ま
た
一
般
大
衆
や
非
政
府
間
機
構
に
対
し
て
人
権

こ
う
し
た
課
題
は
世
界
的
な
機
構
が
遂
行
す
る
方
が
効
果
的
で
あ
る
の
で

(95) 

世
界
的
機
構
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
地
域
主
義
は
世
界
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
、

表
明
さ
れ
た
。

さ
ら
に
「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
よ
り
一
層
の
地
域
協
力
の
検
討
」

し
た
が
っ
て

N
G
o
は
こ
の
任
務
に
参
加
す
べ
き
こ

と
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
。

と
の
意
見
も

さ
ら
に
、
恣
意
的
逮
捕
や
政
治
的
殺
害
の

, . 

/¥ 
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

四
国
連
総
会
（
第
三
七
会
期
）

ょ、
,
1
 

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
に
引
き
続
き
、

人
権
機
構
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

(99) 

れ
た
（
前
掲
、
結
論
④
）
が
、
同
地
域
に
人
権
の

(loo) 

れ
、
合
意
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
種
差
別
の
犠
牲
者
の
救
済
手
続

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
人
権
の

あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
に
、

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

七

コ
ロ
ン

⑧
人
権
教
育
、
調
査
お
よ
び
文
献
に
関
す
る
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設
置
は
望
ま
し
い
と
考
え
る
参
加
者
が
あ
っ
た
。

伽
基
本
的
な
国
際
的
人
権
文
書
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
地
域
言
語
に
よ
っ
て
普
及
さ
せ
る
べ
き
こ
と
は
広
範
に
合
意
さ
れ
た
。

m
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
作
業
を
継
続
し
、
同
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
に
つ
き
討
議
す
る
た
め
今
後
さ
ら
に
地
域
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
す
る
こ
と
を
全
参
加
者
は
希
望
し
た
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
国
際
協
力
が
必
要
で

(97)

（

98) 

こ
の
分
野
で
何
ら
か
の
機
構
を
設
置
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
合
意
さ
れ
た
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

「
伸
長
」
を
目
的
と
す
る
機
関
は
設
置
可
能
で
あ
る
点
は
合
意
さ

「
保
護
」
を
当
初
か
ら
目
的
と
す
る
機
関
を
設
置
し
う
る
か
に
関
し
て
は
見
解
が
分
か

九
八
二
年
八
月
に
、

(101) 

等
を
討
議
す
る
た
め
バ
ン
コ
ッ
ク
・
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
が
、
同
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
も
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
人
種
差

別
を
な
く
し
少
数
者
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
人
権
の
伸
長
お
よ
び
教
育
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
先
決
で
あ
る
こ
と
、
同
地
域

（囮）

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
の
結
論
の
多
く
が
確
認
さ
れ
た
。

諸
国
に
よ
る
人
権
諸
条
約
の
批
准
を
促
進
す
る
こ
と
を
含
め
、

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
書
を
検
討
し
、

加
盟
国
に
報
告
書
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
求
め
、
人
権
委
員
会
に
報
告
書
と
コ
メ
ン
ト
を
送
付
す
る
こ
と
を
事
務
総
長
に
要
請
す
る
決
議

(103) 

3
7
/
1
7
1

を
坪
企
釈
し
た
。
こ
の
決
議
に
も
と
づ
き
、
事
務
総
長
は
一
九
八
三
年
三
月
に
、
す
べ
て
の

E
S
C
A
P
加
盟
国
に
対
し
、

ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
。
こ
の
求
め
に
応
じ
て
、

E
S
C
A
P
加
盟
国
に
同
報
告
書
を
送
付
し
、
同

五
か
国
が
コ
メ
ン
ト
を
提
出
し
た
が
、

こ
の
う
ち
ア
ジ

6-3-353 (香法'86)



的
取
極
」

人
権
委
員
会
は
、

検
討
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
請
」
し
た
。

五

(101) 

ア
・
太
平
洋
地
域
の
国
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ネ
パ
ー
ル
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、

保
護
の
た
め
の
地
域
的
取
り
組
み
に
必
ず
し
も
熱
意
を
も
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

他
方
、
国
連
の
人
権
委
員
会
も
、

一
九
七
七
年
以
来
、
「
人
権
と
基
本
的
自
由
の
十
分
な
享
受
を
促
進
す
る
た
め
の
、
国
連
内
部
に
お

(116) 

け
る
選
択
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
方
法
、
手
段
」
と
い
う
議
題
の
下
に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
的
人
権
保
障
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、（隕）

一
九
八
四
年
の
第
四
一
会
期
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
地
域
的
取
極
」
と
題
す
る
決
議
1
9
8
5
/
4
8

を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
で
は
、
実
質
条
項
4
で
、
「

E
S
C
A
P
お
よ
び
同
地
域
の
諸
政
府
と
協
力
し
て
、

関
係
資
料
寄
託
セ
ン
タ
ー

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
に

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
人
権

(a r
e
g
i
o
n
a
l
 d
e
p
o
s
i
t
o
r
y
 c
e
n
t
r
e
 for h
u
m
a
n
 rights m
a
t
e
r
i
a
l
s
 for A
s
i
a
 a
n
d
 Pacific) 

こ
の
決
議
を
う
け
て
、
同
年
五
月
に
事
務
総
長
は

E
S
C
A
P
事
務
局
長
に
対
し
、

E
S
C
A
P
地
域
内
に
人
権
関
係
資
料
寄
託
セ
ン

（

圃

）

（

108
）

タ
ー
を
設
置
す
る
方
法
に
つ
き
意
見
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
年
一

0
月
に

E
S
C
A
P
事
務
局
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

山
①
同
地
域
の
人
権
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
事
務
局
社
会
開
発
部
が
寄
託
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
⑮
寄
託
セ
ン
タ
ー
の
任
務
は
、
同
地
域

に
お
け
る
人
権
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
調
査
し
お
よ
び
普
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
寄
託
セ
ン
タ
ー
は
、
実
質
的
に
地
域
人
権
寄
託
セ
ン
タ

ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る

E
S
C
A
P
図
書
館
の
任
務
と
重
複
す
る
だ
け
で
あ
る
。
い
か
か
る
寄
託
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
に
は
、
地
域
レ
ベ
ル
で
六
名
の
職

員
が
新
た
に
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
財
源
は
通
常
予
算
ま
た
は
そ
の
他
の
適
当
な
基
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
八
六
年
の
第
四
二
会
期
に
お
い
て
も
、
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
地
域

(109) 

と
題
す
る
決
議
1
9
8
6
/
5
7

を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
の
実
質
条
項
3
で
は
、
「

E
S
C
A
P
事
務
局
長
が
、

の
設
置
を

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
は
人
権
の
伸
長
・

八
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

九

調
査
お
よ
び
広
報
に
あ
た
る
国
連
人
権
関
係
資
料
寄
託
セ
ン
タ
ー
を
バ
ン
コ
ッ
ク
の

E
S
C
A
P
内
に

設
置
す
る
活
動
を
続
行
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
請
」
し
た
。

(90)
本
論
文
日
、
七
ー
八
頁
を
み
よ
。
コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
次
の
よ
う
な
議
題
が
討
議
さ
れ
た
。

I

人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
国
お
よ
び
地
方
の
機
構
に
関
す
る
経
験
と
情
報
の
交
換

II

世
界
の
他
の
地
域
に
お
け
る
現
存
の
あ
る
い
は
提
案
さ
れ
て
い
る
地
域
的
取
極
に
関
す
る
討
議

111

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
よ
り
一
層
の
地
域
協
力
の
検
討

A

協
議
の
た
め
の
取
極

B
E
S
C
A
P
の
役
割

c
小
地
域
的
な
取
極

(U.N. Doc. S
T
 /H
R
/
S
E
R
.
 A
/
1
2
,
 
supra note 2
2
,
 
para. 1
2
.
)
 

(91) 
I
d
.
 `
 
para. 5
2
.
 

(92) 
I
d
.
,
 
para. 5
4
.
 

(93) 
I
d
.
,
 
para. 5
2
.
 

(94) 
I
d
.
,
 
para. 5
5
.
 

(
9
5
)
I
d．↓ 

para. 5
6
.
 

(
9
6
)
I
d
.

｀
 
para. 8
7
.
 

(97)
久
保
田
洋
「
ア
ジ
ア
人
権
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
考
え
る

(
2
)
|
|ャ
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
機
構
設
立
へ
の
動
き
ー
」
『
部
落
解
放
研
究
』

第
四
三
号
(
-
九
八
五
年
三
月
）
、
六

0
頁。

(98) 
U
 .N. 
Doc. S
T
 /H
R
/
S
E
R
.
 A
/
1
2
,
 
supra note 2
2
,
 
para. 8
7
 
(a). 

(99) 
I
d
.
,
 
8
7
 
(
d
)
.
 

(100) 
I
d
.
,
 
41. 

お
け
る
人
権
関
係
資
料
の
収
集
、
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前
節
ま
で
に
、

□

国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る
人
権
の
地
域
的
伸
長
・
保
護
の
位
置

(101)
本
論
文
日
、
注

(24)
を
み
よ
。

(102) 
U
.
N
.
 D
o
c
.
 S
T
 /H
R
/
S
E
R
.
 A
/
1
3
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 24, 
p
a
r
a
s
.
 6
5ー

7
7
,

1
3
7ー

138.

(
1
0
3
)
E
S
C
A
P
は
三
七
か
国
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
同
地
域
以
外
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ソ
連
、
英
国
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
五
か
国
が
加
盟
し

(104) 
て
い
る
。

な
ら
び
に
、

U
.
N
.
 D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
1
9
8
4
/
2
2
 a
n
d
 A
d
d
.
 1. 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
の
た
め
、

E
S
C
A
P
が
重
要

な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
歓
迎
し
た
。
ま
た
、
ネ
パ
ー
ル
は
、
コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
も
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
条
約
案
」

（
山
崎
公
士
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
的
人
権
保
障
機
構
に
関
す
る
基
本
文
書
」
『
香
川
法
学
』
五
巻
四
号
に
紹
介
）
を
提
出
し
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た

が
、
コ
メ
ン
ト
で
も
、
セ
ミ
ナ
ー
に
提
出
さ
れ
た
条
約
案
を
諸
国
に
回
付
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
点
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
セ
ミ
ナ

ー
で
は
、
条
約
案
の
採
択
は
同
地
域
に
と
っ
て
は
尚
早
で
あ
り
野
心
的
に
す
ぎ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
ア
フ
リ
カ
に
も
人
権
委
員
会
を
設
置
す
る
計

画
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
た
め
条
約
案
を
諸
国
に
回
付
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
は
論
理
的
で
は
な
い
。
な
お
、
イ
ン
ド
は
一
九

八
五
年
一
0
月
に
コ
メ
ン
ト
を
提
出
し
た

(
U
•
N
•
D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
1
9
8
6
/
1
9
,
 at 
3-4.)
。

(105)
久
保
田
洋
「
ア
ジ
ア
人
権
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
考
え
る

(3)Iア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
機
構
設
立
へ
の
動
き
|
|
_
”
特
に
そ
の
最
新
の

動
き

I
I
l」
『
部
落
解
放
研
究
』
第
四
五
号
(
-
九
八
五
年
七
月
）
、
―
二
六
頁
。

(106) 
1
9
8
5
 E
S
C
O
R
,
 S
u
p
p
.
 
(
N
o
.
 2), 
at 
95-96. 前
掲
注

(105)
久
保
田
論
文
③
‘
―
二
六
I

―
二
九
頁
に
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(107) 
U
.
N
.
 D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
1
9
8
6
/
1
9
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 104, 
p
a
r
a
.
 
5. 

(
1
0
8
)
I
d
.
｀
 
p
a
r
a
.
 
6. 

(109) 
1
9
8
6
 E
S
C
O
R
 S
u
p
p
.
 
(
N
o
.
 2), 
at 
131ー

132.

(
こ
の
決
議
の
存
在
は
、
国
連
人
権
担
当
官
の
久
保
田
洋
氏
か
ら
御
教
示
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
）
こ
の
決
議
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
提
出
し
た

(
I
d
:
at 
209.)
。

国
際
的
な
人
権
保
障
を
達
成
す
る
た
め
に
地
域
的
人
権
保
障
機
構
が
一
般
に
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、

に
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
地
域
的
人
権
保
障
機
構
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、

1
0
 

特
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る
地
域
的
人
権
機
構
の
重
要
性
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意

見
が
一
致
し
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
今
日
の
国
連
を
中
心
と
す
る
国
際
的
人
権
保
障
制
度
の
中
で
地
域
的
人

（皿）

権
保
障
制
度
が
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

今
日
、
国
際
社
会
で
は
、
国
連
を
中
心
と
し
て
国
際
人
権
規
約
を
始
め
多
数
の
普
遍
的
な
人
権
諸
条
約
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
条
約
の
運
用
に
よ
り
国
際
的
な
人
権
保
障
が
計
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
に
は
人
権
委
員
会
が
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
人

権
と
埜
本
的
自
由
の
尊
重
を
助
長
奨
励
す
る
た
め
活
動
し
て
い
る
。
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
、
米
州
人
権
条
約
、
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲

章
の
よ
う
な
地
域
的
人
権
保
障
制
度
も
一
部
の
地
域
に
は
成
立
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
連
に
よ
る
普
遍
的
人
権
保
障
制
度
と

地
域
的
人
権
機
構
に
よ
る
地
域
的
人
権
保
障
制
度
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
連
憲
章
第
五
二
条
一
項
は
、
同
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
「
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
関
す
る
事
項
で
地
域
的
行
動
に
適
当

な
も
の
を
処
理
す
る
た
め
の
地
域
的
取
極
又
は
地
域
的
機
関

(regional
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 o
r
 a
g
e
n
c
i
e
s
)

が
存
在
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
こ
の
取
極
又
は
機
関
及
び
そ
の
行
動
が
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原
則
と
一
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
」
と
規

定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
連
憲
章
は
既
存
の
ま
た
は
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
域
的
機
構
の
存
在
は
承
認
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
地
域
機

構
の
目
的
や
活
動
は
国
連
の
目
的
・
原
則
と
合
致
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
憲
章
第
三
三
条
一
項
は
、
「
い
か
な
る
紛
争

で
も
そ
の
継
続
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
虞
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
ま
ず
第
一
に
、
交
渉
、

審
査
、
仲
介
、
調
停
、
仲
裁
裁
判
、
司
法
的
解
決
、
地
域
的
機
関
又
は
地
域
的
取
極
の
利
用
そ
の
他
当
事
者
が
選
ぶ
平
和
的
手
段
に
よ
る

解
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
地
域
的
機
関
ま
た
は
地
域
的
取
極
を
利
用
し
う
る
も
の
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
第
五
二
条
二
項
は
、
加
盟
国
は
地
方
的
紛
争

(local
disputes)
を
安
全
保
障
理
事
会
に
付
託
す
る
前
に
、
同

条
一
項
に
い
う
「
地
域
的
取
極
又
は
地
域
的
機
関
に
よ
っ
て
」
平
和
的
に
解
決
す
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
す
べ
き
も
の
と
定
め
て
い
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す
る
優
れ
た
履
行
確
保
制
度
の
運
用
に
よ
り
、
着
実
に
国
際
人
権
法
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
。
ま
た
、

約
が
成
立
（
一
九
七
八
年
発
効
）

の
よ
う
に
、
各
地
域
に
地
域
的
人
権
機
構
が
登
場
す
る
に
つ
れ
て
、

と
く
に
一
九
六
六
年
に
国
際
人
権
規
約
が
採
択
さ
れ
て
以
降
、
国
連

(119) 

に
お
い
て
は
、
人
権
分
野
に
お
け
る
地
域
主
義
に
対
し
て
さ
ほ
ど
懐
疑
的
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
以
下
、
「
自
由
権
規
約
」
と
い
う
。
）
第
四
四
も
国
際
的
人
権
保
障
体
制
に
お
け
る

い
る
間
に
、

し
て
、

る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
連
憲
章
は
地
域
的
取
極
ま
た
は
機
関
が
地
方
的
紛
争
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
安
全
保
障
理

(llJ) 

事
会
は
、
地
域
的
取
極
ま
た
は
機
関
に
よ
る
地
方
的
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
発
達
を
奨
励
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
第
五
二
条
三
項
）
。

以
上
の
規
定
は
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
力
点
を
置
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
地
域
的
取
極
ま
た
は
地
域
的
機
関
が

(111) 

活
動
す
る
こ
と
を
排
除
し
て
は
い
な
い
。
国
連
憲
章
第
五
二
条
一
項
は
、
取
極
又
は
機
関
及
び
そ
の
行
動
が
「
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原

則
」
と
一
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
し
て
、
国
連
の
「
目
的
及
び
原
則
」
に
言
及
し
て
お
り
、
同
第
一
条
三
項
は
、
「
す
べ
て
の
者
の

た
め
に
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
尊
重
す
る
よ
う
に
助
長
奨
励
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
際
協
力
を
達
成
す
る
こ
と
を
国
連
の
目
的
の(113) 

―
っ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
か
ら
、
地
域
的
取
極
ま
た
は
機
関
が
人
権
の
分
野
に
お
い
て
活
動
す
る
途
は
開
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
連
憲
章
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
地
域
的
取
極
ま
た
は
機
関
が
人
権
の
伸
長
お
よ
び
保
護
の
分
野
で
活
動

(114) 

す
る
こ
と
は
、
憲
章
第
五
二
条
一
項
但
書
の
条
件
を
踏
ま
え
、
国
連
が
こ
れ
ま
で
設
定
し
て
き
た
普
遍
的
な
人
権
標
準
を
下
回
ら
な
い
地

品）

域
的
な
人
権
標
準
を
設
定
す
る
限
り
、
許
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(116) 

国
連
で
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
人
権
分
野
に
お
け
る
地
域
主
義
は
逸
脱
行
動
で
あ
り
、
人
権
の
普
遍
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る
と

(118) 

一
般
に
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
連
に
お
け
る
国
際
人
権
規
約
の
起
草
作
業
に
手
間
ど
っ
て

一
九
五

0
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
が
成
立
(
-
九
五
三
年
発
効
）

し
、
人
権
委
員
会
お
よ
び
裁
判
所
を
実
施
機
関
と

一
九
六
九
年
に
は
米
州
人
権
条

し
、
さ
ら
に
は
一
九
八
一
年
に
は
ア
フ
リ
カ
に
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
が
成
立
（
未
発
効
）

し
て
い
る
。
こ

6-3 -358 (香法'86)



アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

•••••••• 

第
四
四
条
こ
の
規
約
の
実
施
に
関
す
る
規
定
は
、
国
際
連
合
及
び
専
門
機
関
の
基
本
文
書
並
び
に
国
際
連
合
及
び
専
門
機
関
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
諸
条

約
に
よ
り
又
は
こ
れ
ら
の
基
本
文
書
及
び
諸
条
約
に
基
づ
き
人
権
の
分
野
に
関
し
定
め
ら
れ
た
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
適
用
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
約
の

•••• 

締
約
国
の
間
で
効
力
を
有
す
る
一
般
的
な
又
は
特
別
の
国
際
取
極
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
、
こ
の
規
約
の
締
約
国
が
他
の
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。
（
傍
点
引
用
者
）

第
四
四
条
は
、
人
権
に
関
す
る
条
約
を
作
成
し
た
り
、
人
権
分
野
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
主
体
と
し
て
国
連
の
他
に

(Iw) 

「
専
門
機
関
」
を
想
定
し
て
い
る
が
、
「
地
域
的
機
関
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
権
保
障
の
分
野
で
「
地
域
的
機
関
」

は
「
専
門
機
関
」
よ
り
も
一
見
低
い
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
条
後
段
は
、
紛
争
の
解
決
の
た

め
、
締
約
国
が
「
他
の
手
続
」
を
利
用
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
自
由
権
規
約
の
選
択
議
定
書
第
五
条
二
項
①
で
は
、
人
権

専
門
委
員
会
は
、
同
一
の
事
案
が
国
際
的
な
調
査
又
は
解
決
の
た
め
の
「
他
の
手
続
」
に
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
な

い
限
り
、
個
人
か
ら
の
い
か
な
る
通
報
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
い
も
の
と
定
め
て
い
る
。
地
域
的
取
極
・
機
関
に
よ
る
調
査
ま
た
は
解
決

の
た
め
の
手
続
も
こ
の
両
規
定
に
い
う
、
「
他
の
手
続
」
の
中
に
当
然
含
ま
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
由
権
規

約
第
四
四
条
前
段
に
「
地
域
的
機
関
」
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
実
際
上
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
ず
、
国
際
的
人
権
保
障
に
お
け
る

(121) 

地
域
的
取
極
・
機
構
の
価
値
を
何
ら
損
う
も
の
で
は
な
い
。

四
以
上
の
よ
う
に
、
国
連
憲
章
お
よ
び
自
由
権
規
約
の
関
連
条
文
の
解
釈
か
ら
、
国
連
に
よ
る
普
遍
的
な
人
権
保
障
と
地
域
的
取
極
．

機
構
に
よ
る
地
域
的
人
権
保
障
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
西
欧
、
米
州
、
ア
フ
リ
カ

地
域
的
取
極
・
機
関
の
位
置
づ
け
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
規
定
で
あ
る
。
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アジアにおける人権保障機構の構想（二）（山崎・阿部）

(112) 

(113) 
I
d
.
 

(114)
世
界
人
権
宣
言
、
お
よ
び
国
際
人
権
規
約
そ
の
他
の
人
権
諸
条
約
（
本
論
文

H‘

一パ

0
頁
参
照
）
の
よ
う
な
、
国
連
の
活
動
を
通
じ
て
成
立
し
た
国
際
的

人
権
文
書
が
設
定
す
る
普
遍
的
な
人
権
標
準

(universal
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 o
n
 h
u
m
a
n
 hights)
を
い
う
。

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 

(119) 

(120) 

(121) 

(122) 
V
a
s
a
k
,
 supra n
o
t
e
 
110, 
at 4
5
1
.
 

〔
却
～
叩
央
六
九
一
頁
。
〕

R
a
m
c
h
a
r
a
n
.
 supra n
o
t
e
 1
1
0
.
 
at 2
3
4
.
 

地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
必
要
性
に
関
し
て
既
に
み
た
（
．
一
頁
お
よ
び
六
頁
参
照
）
よ
う
に
、
人
権
問
題
は
普
遍
的
な
問
題
で
あ
り
地
域
的
な
問
題
で
は

な
い
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
そ
も
そ
も
人
権
は
す
べ
て
の
人
類
に
差
別
な
く
、
平
等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
こ
に
住
ん
で
い

る
か
に
よ
り
、
保
護
さ
れ
る
人
権
に
差
異
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
考
え
方
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
ア
フ

リ
カ
人
や
ア
ジ
ア
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
米
州
の
人
々
と
同
一
の
人
権
を
享
受
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

(Robertson,
supra n
o
t
e
 
110, at 3
6
5
.
)

。

こ
の
傾
向
は
、
た
と
え
ば
、
自
由
権
規
約
第
四
四
条
(
-
三
頁
を
み
よ
）
の
起
草
過
程
に
お
け
る
審
議
状
況
か
ら
も
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
の
原
案

は
二
項
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
第
二
項
は
、
「
（
人
権
専
門
）
委
員
会
は
、
本
条
一
項
（
現
第
四
四
条
前
段
と
同
旨
）
に
い
う
手
続
が
援
用
さ
れ
て
い
る

事
案
に
関
し
、
（
自
由
権
規
約
の
）
実
施
手
続
に
も
と
づ
く
行
動
を
と
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
含
む
大
多
数
の
諸
国
は
、
同
項
案
は
自
由
権
規
約
の
実
施
手
続
を
専
門
機
関
お
よ
び
地
域
的
機
関

（
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
機
関
）
の
実
施
手
続
に
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
強
硬
に
反
対
し
た

(U.N• 

D
o
c
.
 
A
/
C
.
 3
/
S
R
.
 
1
4
3
2
-

3
4
.
)

。
外
務
省
国
際
連
合
局
社
会
課
『
国
際
人
権
規
約
成
立
の
経
緯
』
(
-
九
六
八
年
）
、
二
七
八
ー
ニ
七
九
頁
参
照
。

V
a
s
a
k
 ̀

 
supra n
o
t
e
 
110, 
at 4
5
1
.
 

〔印
t
中か、

1

即
卑
四
汗
江

(llO)
、
＿
ハ
ャ
竺
一
吉
只
。
〕

I
d
.
 

第
四
四
条
の
起
草
過
程
に
お
け
る
審
議
に
つ
い
て
は
、

前
掲
注

(117)
を
み
よ
。

一
五

B
u
e
r
g
e
n
t
h
a
l
,
 supra n
o
t
e
 
110, 
at 3
2
7
-
2
8
.
 

普
遍
的
人
権
保
障
体
制
と
地
域
人
権
保
障
体
制
が
併
存
し
う
る
こ
と
自
体
に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
両
体
制
が
併
存
す
る
こ
と
か
ら
、
解
決
を
迫
ら

れ
る
種
々
の
論
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
自
由
権
規
約
の
双
方
の
締
約
国
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
は
、
①
両
条
約
の
実
施
手
続
の
間
に
矛
盾
は
あ
る
か
、
お
よ
び
②
両
条
約
が
保
護
対
象
と
す
る
権
利
の
間
に
差
異
は
あ
る
か
、
の

二
点
に
つ
き
研
究
を
行
な
い
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、
①
地
方
的
紛
争
は
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
に
付
託
す
る
前
に
地
域

八
三
ー
九

0
頁
を
み
よ
。

6-3-361 (香法'86)



五
頁
後
か
ら
四
行
目

七
頁
六
行
目

協

定

↓

取

極

パ

キ

ス

タ

ン

↓

訂
正
箇
所

本
論
文
曰
（
五
巻
―
―
一
号
）

〔
訂
正
〕

〔誤〕

的
取
極
・
機
関
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
の
原
則
（
国
連
憲
章
第
五
二
条
二
項
）
に
し
た
が
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
加
盟
国
間
の
通
報
に
つ
い
て
は
、

同
条
約
の
実
施
手
続
を
援
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
約
の
非
加
盟
か
ら
の
通
報
に
つ
い
て
は
、
自
由
権
規
約
の
実
施
手
続
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
②
個
人

に
よ
る
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
人
の
権
利
が
最
も
実
効
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
自
由
権
規
約
の
い
ず
れ
の

実
施
手
続
を
援
用
す
る
か
は
当
該
個
人
の
選
択
に
委
ね
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
一
方
に
提
訴
し
た
者
は
、
同
一
事
案
に
つ
き
、
他
方
に
再
び
提
訴
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
第
二
点
に
関
し
て
は
、
両
条
約
が
規
定
す
る
権
利
の
内
容
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
結
果
、
多
少
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
多
く
の
加
盟
国
の
国
内
法
は
既
に
自
由
権
規
約
上
の
規
定
に
合
致
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
条
約
加
盟
国
が
同

規
約
の
批
准
に
躊
躇
す
る
理
由
は
な
い

(Robertson,
supra n
o
t
e
 
110, 
at 3
6
7—6
9
.
)

。

(123)
前
掲
注

(
l
)
、
小
寺
論
文
を
み
よ
。

(124) 
R
o
b
e
r
t
s
o
n
,
 supra n
o
t
e
 
110, 
at. 3
6
5
-
6
6
.
 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

〔正〕

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

次
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

一
六

（未

完）
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